
２１ 

年金・手当など 
障害基礎年金                        
国民年金の被保険者が疾病や負傷により一定の障がいの状態になったときに、請求により年金を支給するもの

です。 

●対象となる人 

 ＜２０歳以降に障がいとなった場合＞ 

① 初診日に国民年金に加入していること。あるいは、日本国内に住所を有し、６０歳以上６５歳未満の 

公的年金制度に加入していない期間に初診日があること。 

② 障害基礎年金の障がい等級で定められた障がいの状態であること。 

③ 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。 

・初診日のある月の前々月までの公的年金被保険者（保険料を納付すべき）期間で、保険料納付済期間と

保険料免除期間を合わせた期間が２／３以上あること。 

・初診日のある月の前々月までの１年間に保険料の未納がないこと。（令和８年３月３１日まで） 

 ＜２０歳未満で障がいとなった場合＞ 

① 障害基礎年金の障がい等級で定められた障がいの状態であること。 

② 本人の所得が一定額以下であること。 

 ※その他詳しくは、初診日と受診歴を整理して、ご相談ください。 

●年金額（年額） 

 １級 2級 

昭和３１年４月２日以後生まれ １，０３９，６２５円 ８３１，７００円 

昭和３１年４月１日以前生まれ １，０３６，６２５円 ８２９，３００円 

※等級は、障害者手帳とは異なります。  

※隔月（偶数月）に支給されます。 

  ※年金額は、物価等に伴い変動する場合があります。 

●お問い合わせ 

宗像市役所 市民課 国民年金係 

TEL 0940-36-1128  FAX 0940-34-2003 

 

障害厚生年金                        
初診日に厚生年金保険の被保険者である人が、その疾病や負傷により一定の障がいの状態になったときに、 

国民年金の障害基礎年金に上乗せして支給されます。（一定の納付要件がありますので、詳しくはお問い合わせ

ください。） 

●対象となる人 
身体障がい者、精神障がい者であって、厚生年金保険法の障がい等級に該当する人 

●年金額 
等級 金  額 備  考 

１級 報酬比例部分×1.25＋加給年金額 
１級・２級は、障害基礎年金と併せて支給 

２級 報酬比例部分×1.00＋加給年金額 

３級 報酬比例部分×1.00 ３級は、障害基礎年金は支給されません 

  ※等級は障害者手帳と異なります。  

※隔月（偶数月）に支給されます。 

●お問い合わせ  

 日本年金機構 東福岡年金事務所 お客様相談室 TEL 092-651-7967  



２２ 

特別障害者手当等                      
精神または身体に重度の障がいがある在宅の人で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。 

●対象となる人 

名 称 対象となる人 

特別障害者手当 

日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅の最重度障がい者 

※ 特定施設の入所者、３ヶ月以上入院している場合や、本人・扶養義務者などの 

所得が限度額以上の場合などは支給されません。 

障害児福祉手当 

日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳未満の重度障がい者 

※ 施設入所者や、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給され 

ません。 

※２種類の手当は異なる手当のため、自動的に移行はしません。事前に申請が必要です。   

●手当額 

＜特別障害者手当＞ 月額２９，５９０円 

 ＜障害児福祉手当・経過的福祉手当＞ 月額１６，１００円 

  ※支給月は、２月，５月，８月，１１月です。 

●申請に必要なもの 

① 認定請求書                 ⑤ 本人名義の銀行預金通帳 

② 手当用の診断書等              ⑥ 個人番号カード等 ※１ 

③ 所得状況届                 ⑦ 身元確認ができるもの ※１ 

④ 受給資格者現況届              ⑧ その他必要な書類 ※２ 

 

※1 申請書に個人番号を記入していただくため、個人番号の確認と窓口に来られた方の本人確認を行います。 

※２所得・課税証明書等、障害年金・遺族年金等の１年間の額がわかる書類が必要な場合があります。 

（※１、※２について、詳しくはお問い合わせください。） 

●お問い合わせ 

宗像市役所 福祉政策課 障害者福祉係 

 TEL 0940-36-3135  FAX 0940-36-5856 

 

宗像市重度障害者年金                       
 ２０歳未満の重度の障がい児に支給される年金です。 

●対象となる人 

２０歳未満で身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれかを持つ人 

●申請に必要なもの 

① 申請書 

② 本人名義の通帳の写し 

③ 障害者手帳の写し 

●年金額 

 月額 ２，０００円 

 ※支給月は、７月，１１月，３月です。 

●お問い合わせ 

 宗像市役所 福祉政策課 障害者福祉係 

 TEL 0940-36-3135  FAX 0940-36-5856 



２３ 

児童扶養手当                        
父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している人に

対して支給される手当です。 

●対象となる人 
次のいずれかに該当する児童を監護している母または父、もしくは母または父に代わってその児童を養育して

いる人 

（児童とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある人。ただし、一定の障がいがある場合

は、２０歳未満の人） 

① 父母が離婚した児童            ⑤ 父または母から１年以上遺棄されている児童 

② 父または母が死亡した児童         ⑥ 父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童  

③ 父または母が一定の障がいの状態にある児童 ⑦ 父または母が１年以上拘禁されている児童 

 （一定の障がいとは障害基礎年金１級程度）  ⑧ 母が未婚の児童 

④ 父または母の生死が不明の児童        

※状況により支給制限があります。 

●手当額 

① 基本となる額（児童１人の場合） 

月額 １１，０１０円から４６，６９０円の範囲 

② 児童２人目の場合は①の額に５，５２０円から１１，０３０円を加算 

③ 児童３人目以降は②の額に１人につき３，２３０円から６，４5０円を加算 

※奇数月に前月までの分が受給者の口座に振込まれます。 

※所得制限により支給されない場合があります。 

※金額が変更となる場合があります。 

●申請に必要なもの 
対象になる人の状況によって違いますので、窓口で説明、又は個別に案内します。 

●お問い合わせ 
 宗像市子ども家庭センター 子ども家庭係  TEL 0940-36-1151  FAX 0940-37-3046 

 

特別児童扶養手当                      
 ２０歳未満の障がいを有する児童を養育監護している養育者に支給される手当です。 

●対象となる人 
日本国内に住所があり、精神又は身体に法に定める程度以上の障がいを有する２０歳未満の児童を養育監護 

している人  

●手当額 

１級 月額 ５６，８００円 

２級 月額 ３７，８３０円 

※４月，８月，１１月に養育者の口座に振り込まれます。 

※等級は、障害者手帳とは異なります。 

※所得制限により支給されない場合があります。 

※金額が変更となる場合があります。 

●申請に必要なもの 

① 身体障害者手帳・療育手帳（療育手帳の場合、児童相談所等が手帳の判定に用いた資料(判定書)でも可） 

・診断書 

② 振込先通帳のコピー 

③ 印かん 

④ マイナンバー関連書類 

 ※申請の際に個人番号を記入していただくため、個人番号の確認と窓口に来られた方の本人確認を行います。 

 ※この他にも書類が必要な場合や、書類を省略できる場合があります。申請前にご相談ください。 

●お問い合わせ 
 宗像市子ども家庭センター 子ども家庭係  TEL 0940-36-1151  FAX 0940-37-3046 



２４ 

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金                   
 就労等の理由により夜間の人工透析（開始時刻が１７：００以降になるもの）を受けている腎臓疾患の人に、

通院に伴う交通費を助成します。申請の受付は宗像市で行いますが、認定は福岡県が行います。 

●対象となる人 

 身体障害者手帳を持ち、月５回以上夜間人工透析を受けている人 

 また以下のとおり交通手段による区分があります。 

① 自家用車使用の場合・・・・・通院距離が片道１０ｋｍ以上の場合 

② 公共交通機関使用の場合・・・通院に伴い月２，０００円以上負担した場合 

               （交通手段・運賃について申告が必要） 

③ タクシー使用の場合・・・・・通院に伴い月２，０００円以上負担した場合 

               （領収書の添付が必要） 

●申請に必要なもの 

① 申請書       ④ 住民票（世帯全員分で続柄記載のあるもの） 

② 身体障害者手帳   ⑤ 本人及び扶養義務者の前年の所得証明書（または源泉徴収票） 

③ 通院証明書     ⑥ タクシー使用の場合は領収書 

●提出締切 

 前期（４月～９月分）は９月３０日、後期（１０月～３月分）は３月３１日 

●お問い合わせ 

 宗像市役所 福祉政策課 障害者福祉係 

 TEL 0940-36-3135  FAX 0940-36-5856 



２５ 

心身障害者扶養共済制度                   
心身障害者扶養共済制度に加入している人が、死亡または重度障がい者となったときに、残された心身障がい

者に年金を支給する共済制度です。また、所得に応じて掛金補助を受けることができる場合があります。決定は

県が行います。 

●対象となる人 

 ＜加入者（保護者）＞ 

  心身障がい者を扶養している６５歳未満の保護者であり、生命保険に加入できる健康状態であること。 

 ＜障がいのある方＞ 

① 身体障害者手帳１～３級 

② 知的障がい者 

③ 精神または身体に永続的な障がいがあり、①または②と同程度と認められる人 

●年金額 

 １口につき 月額 ２０，０００円  ※１人につき２口まで加入できます。 

●申請に必要なもの 

① 加入等申込書 

② 住民票（原本） 

③ 申込者告知書 

④ 印かん 

⑤ 障がいの程度を証明するもの（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など） 

⑥ 年金管理者指定届書※必要に応じて 

● 掛金 

掛金は制度の見直しにより改訂されることがあります。 

平成 19年度以前に加入した人は掛金額が異なります。 

   掛金月額（１口当たり） 

加入時の年度の

４月１日時点の

年齢 

３５歳未満 ９，３００円 

３５歳以上 ４０歳未満 １１，４００円 

４０歳以上 ４５歳未満 １４，３００円 

４５歳以上 ５０歳未満 １７，３００円 

５０歳以上 ５５歳未満 １８，８００円 

５５歳以上 ６０歳未満 ２０，７００円 

６０歳以上 ６５歳未満 ２３，３００円 

●お問い合わせ 

 宗像市役所 福祉政策課 障害者福祉係 

 TEL 0940-36-3135  FAX 0940-36-5856 

 

 

 


